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電車やバスの優先席付
近では、携帯電話の電源を
切りましょう 

携帯電話のルールとマナー 

「ながら」使用は事故の 
もと。絶対にやめましょう 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           
            
                   

 

 
 

 

いつでも、どこでも使えて便利な携帯電話も、ルールや場所をわきまえたマナーを守らなければなり

ません。使い方を間違えると、事故につながったり、周りの人に迷惑を掛けたりすることになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まわりの人の迷惑にならないように、ルールやマナーを守りましょう！ 

ペースメーカー
等の精密機械が
誤作動する危険
があります！ 

   
  １  使ってはいけない場所 

① 飛行機の中 ② 病院の中 ③ 電車やバスの優先席付近 

携帯電話の電波が精密機械に影響を与え、誤作動を起こして人の命を脅かすかもしれないので、電

源を切らないといけません。 

 

  ２  ルールを守って使う場所（公共の場所でのマナー） 
① 映画館、美術館、図書館、劇場 ② レストランやホテルのロビー ③ 電車やバス 

公共の場所では話し声はもちろん、着信音や液晶から漏れる光もまわりの人の迷惑になります。そ

の場所のルールを守って、電源を切るかマナーモードにします。 

また、絵や写真には作った人の著作権があり、人には肖像権があります。勝手に写真を撮っては

いけません。 

 

  ３  やってはいけないこと 
① ｢ながら」使用 

運転中や歩きながら携帯電話を使うと、話に気を取られて歩行者にぶつかったり事故につながる危

険があるので、使わないようにしましょう。自動車なら道路交通法違反になり、自転車でも安全運

転義務違反になる場合があります。 
② 盗電  

お店等のコンセントを使い、無断で携帯電話の充電をする行為は、電気泥棒にあたります。絶対に

止めましょう。 

ポイント 

優先席 

 

こんなことも気を付けて！  

 

 

 

●●シネマ 

静かにしなけ

ればいけない

場所に いる

時。液晶の光

も迷惑に！ 

通話に気を取ら

れて歩行者にぶ

つかったり、事

故の危険性があ

ります！  ●◆▲レストラン 

公共の場所
でのマナ ー 

 

お店で勝手に充

電してはいけま

せん！！ 
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＜用語解説＞ 

z 航空法施行規則 

第六章 航空機の運航 

（安全阻害行為等の禁止） 

 第 164 条の 15 の４．航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話その他の電子機器であって

国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく作動させる行為。 
 

z 著作権 

文章や写真、絵画、音楽、動画等の著作物を、その著作者に無断で他人に利用されない権利。授業の過程にお

ける利用については、著作権法第 35 条で著作者の許諾なく複製できるケースが定められている。 
 

z 肖像権 

許可なく、自分の顔や姿を写真等に写されたり、使用されたりしない権利を指す。法律によって、明文化され

ているわけではないが、判例等によってプライバシー権の一部として認められている。 
 

z 道路交通法 

第４章 運転者及び使用者の義務  第１節 運転者の義務 

（安全運転の義務） 

第 70 条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作しかつ、道路、交

通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。  

（運転者の遵守事項）  

第 71 条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。            

5 の 5．自動車又は原動機付自転車（以下この号において「自動車等」という。）を運転する場合においては、

当該自動車等が停止している時を除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のた

めに使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視

しないこと。 

 

＜事例＞ 

z 事例１ 機内で携帯切らず逮捕 平成 19年 6月 18日 

警視庁東京空港署は、航空機内で携帯電話を切らなかったとして、容疑者を航空法違反（安全阻害行為）容疑

で逮捕した。離陸のため滑走路に向け走行中、機長から携帯電話の使用の禁止命令書を出されたにもかかわらず

電源を切らなかった。     
 
z 事例２ 自転車事故で5,000万円の賠償金支払い命令 

携帯を使用しながら、自転車のライトをつけずに自転車を運転していた高校生が、帰宅途中の女性に背後から 

ぶつかり、首等にけがをさせてしまった。女性は重い障害が残り、損害賠償を求めた裁判では高校生が 5000 

万円の賠償金を支払うことになった。 
 

z 事例３ 電気を盗み書類送検 平成 19年 9月 19日 

携帯電話の充電のためにコンビニ店のコンセントを無断で使い電気を盗んだとして、中学 2 年の男子生徒 2 

人が窃盗の疑いで書類送検された。 
 

＜参照＞ 

z ＫＤＤＩ株式会社「ケータイあんしんＢＯＯＫ」http://www.au.kddi.com/notice/manner_book/index.html  

z 文化庁「子ども文化教室」http://www.bunka.go.jp/kids/index.html 

z 警視庁「法令・条例」http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/index.htm 

携帯電話のルールとマナー 


